
○国立大学法人山形大学学長選考会議規程 

平成１６年４月１日 

学 長 選 考 会 議 制 定 

改正 平成２６年１２月１日 

平成２９年５月１８日 

平成２９年１１月２０日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人法(平成１５年法律第１１２号)第１２条第２項の規定に基づ

き，国立大学法人山形大学に置く学長選考会議について必要な事項を定めるものとする。 

（審議事項） 

第２条 学長選考会議は，次に掲げる事項について審議する。 

（１）学長の任期に関する事項 

（２）学長選考の基準に関する事項 

（３）学長選考手続に関する事項 

（４）学長候補者の選考に関する事項 

（５）学長の業務執行状況の確認に関する事項 

（６）学長の解任に関する事項 

（組織） 

第３条 学長選考会議は，次に掲げる委員で組織する。 

（１）国立大学法人山形大学経営協議会規程第３条第４号に掲げる者の中から経営協議会におい

て選出された者 ７人 

（２）国立大学法人山形大学教育研究評議会規程第３条第１項第４号及び第５号に掲げる者 

（議長） 

第４条 学長選考会議に議長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 議長は，学長選考会議を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。 

（会議） 

第５条 学長選考会議は，議長が招集する。 

２ 学長選考会議は，委員総数の３分の２以上の委員が出席しなければ，会議を開き，議決するこ

とができない。 

３ 学長選考会議の議事は，議長を除く出席委員の過半数をもって決し，可否同数の場合は，議長

が議決する。 

４ 学長選考会議の議事運営については，学長選考会議が別に定める。 



（資料の提出等の協力） 

第６条 学長選考会議は，必要があると認めるときは，関係者に対し，資料の提出，意見の表明，

説明その他必要な協力を求めることができる。 

（議事録） 

第７条 議長は，学長選考会議の議事録を作成しなければならない。 

（事務） 

第８条 学長選考会議の事務は，総務部において遂行する。 

（その他） 

第９条 この規程の改正は，議長が学長選考会議の議を経て行う。 

２ この規程に定めるもののほか，学長選考会議の運営に関し必要な事項は，議長が学長選考会議

に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１８年７月１１日から施行し，平成１８年７月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２１年７月２１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年５月１７日から施行し，平成２１年１０月１日から適用する。 

附 則(平成２６年１２月１日) 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則(平成２９年５月１８日) 

この規程は，平成２９年５月１８日から施行し，平成２９年４月１日から適用する。 

附 則(平成２９年１１月２０日) 

この規程は，平成３０年３月１日から施行する。 

 

 

 

 


